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設問 １  1  

１．甲が A に 本 件キ ャッ シ ュカ ード・メモ 紙 を 手渡 させ た 行為2  

につ き、 詐 欺罪 （刑法 2 4 6 条 1 項） が成 立 しな いか 。  3  

（１ ）「欺 」罔 行 為は 、被 欺罔 者 の意 思に 基 づく 財物 の終 局 的移4  

転を 内容 と する 処分 行為 に 向け られ てい る こと を要 する 。  5  

（２ ）甲は 、金 融 庁職 員に 成 りす まし 、A に 対し 、「 キャ ッシ ュ6  

カ ード を 証 拠 品 と して 保 管 し て お いて く だ さ い 。 後日 、お7  

預 かり す る 可 能 性 があ る の で 」 と 告げ て い る 。 そ のた め、8  

A は、 金融 庁 職 員に 後日 預 ける まで は自 己 が保 管し てお く9  

つも りだ っ たと いえ るか ら 、 A 方内 で保 管 する べき 証拠 品1 0  

を まと め る た め に 一時 的 に 本 件 キ ャッ シ ュ カ ー ド 等を 甲に1 1  

手 渡す 認 識 し か な かっ た と い え る 。そ う す る と 、 甲に 本件1 2  

キャ ッシ ュ カー ド等 を手 渡 した A とし て は、自 身 の行 為に1 3  

よ り本 件 キ ャ ッ シ ュカ ー ド 等 に 対 する 占 有 を 弛 緩 する 認識1 4  

を 有す る に と ど ま り、 そ の 占 有 を 終局 的 に 甲 に 移 転す る認1 5  

識ま では 有 しな い。 した が って 、 A に よる 処 分 行為 に向 け1 6  

られ た「 欺 」罔 行 為が ない た め、1 項詐 欺罪 は 成立 しな い。  1 7  

２．で は、甲が 本件 キャ ッ シュ カー ド等 が 入っ た封 筒を A 方 か1 8  

ら持 ち去 っ た行 為に 窃盗 罪 （ 2 3 5 条）が 成 立し な いか 。  1 9  

（１ ）「 財物 」は 財産 的価 値 を要 する 。キ ャッ シ ュカ ード・暗 証2 0  

番 号が 記 載 さ れ た メモ 紙 は 、 こ れ を利 用 し て 預 金 の払 戻し2 1  

を受 けら れ る 等 の財 産的 価 値 が ある から「 財物 」に当 たる 。  2 2  

（ ２）「 窃取 」 は 占 有者 の 意 思に 反 する 占 有 移転 を 内容 と す る。 2 3  
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甲は、封 筒を 持 って A 方か ら 出 た時 点で 、占 有 者 A の意1  

思に 反し て 、本 件キ ャッ シ ュカ ード 等に 対 する 占有 を A か2  

ら自 己に 移 転す るこ とで 、「 他 人 の財 物を 窃 取」 した 。  3  

（ ３） 甲 に は、 上 記財 物 を 利用 し た預 金 の 無断 引 出し に よ る現4  

金 領得 の 意 思 が あ った の だ か ら 、 故意 に 加 え て 不 法領 得の5  

意思 も あ り 、窃 盗罪 が成 立 する 。  6  

設問 ２  7  

１． ①   8  

（ １） ま ず 、 事 後 強盗 罪 は 「窃 盗 」を 真 正 身分 と する 真 正 身分9  

犯で ある と 解す る 。次 に 、6 5 条 1 項は真 正 身分 犯 の成 立と1 0  

科 刑に お け る 身 分 の連 帯 的 作 用 を 規定 し て お り 、 同条 項 の1 1  

「共 犯」 に は共 同正 犯（ 6 0 条） も含 まれ る と解 する 。  1 2  

（ ２） そ う する と 、乙 の よ うに 、 窃盗 未 遂 犯 と の 共謀 に 基 づき1 3  

2 3 8 条所定 の 目 的に 基づ く 脅迫 のみ を実 行 した 後行 者に は、1 4  

6 5 条 1 項の適 用 によ り「窃 盗 」が 共謀 者間 で 連帯 する こと1 5  

によ り事 後 強盗 未遂 罪 の 共 同正 犯の 成立 が 認め られ る。  1 6  

２． ②  1 7  

（ １） 事 後 強盗 罪 は、 窃 盗 行為 と 暴行 ・ 脅 迫行 為 の双 方 を 実行1 8  

行為 とす る 結合 犯で ある と 解す る。  1 9  

（ ２） そ う する と 、乙 に つ いて は 、 事 後 強 盗罪 の 実行 行 為 の途2 0  

中 から 関 与 し た 者 とし て 承 継 的 共 同正 犯 の 成 否 が 問題 とな2 1  

る から 、 承 継 的 共 同正 犯 を 全 面 的 に否 定 す る 見 解 から は 脅2 2  

迫罪 （ 2 2 2 条 1 項） の共 同 正犯 が成 立す る にと どま る。  2 3  
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３． 自ら の 見解  1  

（１ ）「共 同 して 犯罪 を実 行 した 」と いう ため に は、関与 者間 の2  

共謀 とそ れ に基 づく 実行 行 為が 必要 であ る。乙は 、「こ いつ3  

をな んと か して くれ 」と い う甲 の申 し入 れ に応 じて 、 C に4  

向 かっ て ナ イ フ を 示し な が ら 「 離 せ、 ぶ っ 殺 す ぞ 」と 言っ5  

たの だか ら 、そ の直 前に 、 C を 「脅 迫」 す るこ とに つい て6  

了 承し て い た と 評 価で き る 。 そ の ため 、 甲 乙 間 で 、少 なく7  

とも C を「 脅 迫 」す るこ と につ いて の共 謀 が成 立し た。  8  

（ ２） 事 後 強盗 罪 の保 護 法 益の 中 核は 窃 盗 行為 に 関す る 財 産で9  

あ るか ら 、 窃 盗 行 為を 本 罪 の 実 行 行為 か ら 排 除 す るべ きで1 0  

な い。 そ こ で 、 本 罪は 、 窃 盗 行 為 と暴 行 ・ 脅 迫 行 為の 双方1 1  

を実 行行 為 とす る結 合犯 で ある と解 すべ き であ る。  1 2  

   乙 は 、 共 謀に 基づ き 、 前 記（ １） の 言動 によ り、 C に 対1 3  

し てそ の 「 生 命 、 身体 … に 対 し 害 を加 え る 旨 を 告 知」 する1 4  

こと で、 C に 対 する 「脅 迫 」行 為を 実行 し た。  1 5  

（ ３） 他 方 で、 乙 は窃 盗 を 実行 し てい な い から 、 承継 的 共 同正1 6  

犯の 成否 が 問題 とな る。  1 7  

共 同 正 犯 の 処 罰 根 拠 は 構 成 要 件 該 当 事 実 の 共 同 惹 起 で あ1 8  

る と こ ろ 、 関 与 前 の 事 実 に 対 し て 因 果 性 が 遡 及 す る こ と は1 9  

あ り 得 な い か ら 、 承 継 的 共 同 正 犯 は 全 面 的 に 認 め ら れ な い2 0  

と解 す べ き であ る。  2 1  

した がっ て、乙 に は、脅迫 罪を「共 同し て … 実 行し た」と2 2  

して 、脅 迫 罪の 共同 正犯 が 成立 する にと ど まる 。  2 3  
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設問 ３  1  

１．丙 は ワイ ンボ トル を投 げ ると いう 暴行 に より D に頭 部裂 傷2  

の「 傷害 」 を負 わせ た か ら 、 傷 害罪 （ 2 0 4 条 ） の客 観的 構 成3  

要件 に該 当 する 。 刑 事責 任 否定 の説 明・ 難 点は 以下 の通 り 。  4  

２ ．甲 に暴 行・傷 害を 加え る 認識 で D を傷 害 し た 丙に は 方 法 の5  

錯 誤が あ る 。 認 識 事実 と 実 現 事 実 が同 一 構 成 要 件 内で 符 合し6  

て いれ ば 具 体 的 事 実の 錯 誤 は 故 意 を阻 却 し な い と 解 さ れ てい7  

る が、 責 任 主 義 の 見地 よ り 法 益 主 体の 抽 象 化 を 認 める べ きで8  

は ない か ら 、 法 益 主体 に つ い て 認 識事 実 と 実 現 事 実と が 具体9  

的 に符 合 し て い な けれ ば 故 意 が 阻 却さ れ る と 解 す る。 そ うす1 0  

る と、 丙 に お い て 認識 事 実 と 実 現 事実 が 「 そ の 人 」と い う点1 1  

で 符合 し て い な い ため 故 意 が 阻 却 され る 。 も っ と も、 過 失傷1 2  

害罪 （ 2 0 9 条） の成 立余 地 が残 ると いう 難 点が ある 。  1 3  

３．甲 が「 本 当 に殺 すぞ 」と言 って ナイ フを D の胸 元に 突 き出1 4  

すな どし て いた ため 、甲に よる D の生 命・身 体 の安 全に 対 す1 5  

る「急 迫不 正 の 侵害 」があ り 、丙は D を「 防衛 する ため 」に1 6  

前 記行 為 に 及 ん で いる た め 、 正 当 防衛 の 成 立 地 が ある 。 もっ1 7  

と も、 防 衛 行 為 の 結果 が 侵 害 者 以 外の 第 三 者 に 生 じた 場 合に1 8  

は 、正 対 不 正 と い う正 当 防 衛 状 況 を欠 く た め 、 正 当防 衛 は成1 9  

立し ない は ずで ある とい う 難点 があ る。  2 0  

４ ．防 衛 行 為の 結 果が 第 三 者に 生 じた 場 合 、誤 想 防衛 の 一 種と2 1  

捉 える こ と で 責 任 故意 が 阻 却 さ れ ると 解 さ れ る 。 もっ と も、2 2  

過失 傷害 罪 （ 2 0 9 条）の 成 立余 地 があ ると い う難 点が ある 。  2 3  


